
 

陳情第７－34 号参考資料 

教 育 民 生 常 任 委 員 会 

町 民 健 康 課 

令 和 ７ 年 1 2 月 ２ 日 

                          葉 町 健 第 5 3 8 号 

                          令和７年 11月 20日 

 

神奈川県医療労働組合連合会 

執行委員長 川村 奈緒美 様 

                       

葉山町長 山梨 崇仁   

 

「夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求める要請書」 

について（回答） 

  

平素より本町の医療介護行政にご理解ご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和７年 10 月 24 日付けでご提出頂きました「夜勤規制と大幅増員で

安全・安心の医療・介護の実現を求める要請書」について、次のとおり回答い

たします。 

 

項目１、項目２につきましては、本町は公立病院の設置自治体ではないため、

医療関係職・介護従事者などの配置基準の見直しや、大幅増員、大幅賃上げ、

および夜勤交替制労働の労働環境の抜本的な見直し等に係る具体的な該当事項

はございませんが、医療関係職・介護従事者の人員確保や労働環境改善は、安

全・安心な医療・介護の実現のために欠かせないことから、機会を捉え国や県

に要望して参りたいと考えます。 

項目３につきましては、本町は公立病院や保健所の設置自治体ではないため、

公立・公的病院の拡充・強化や、保健所の増設などに関して、具体的な該当事

項はございませんが、管轄の神奈川県鎌倉保健福祉事務所との一層の連携強化

に努め、新たな感染症や災害対策に備えた体制強化を図る考えです。 

項目４につきましては、社会保障に関わる患者・利用者の負担軽減は重要で

あると認識しております。本町では、患者・利用者の負担の算定基礎となる、

医療費や保険料の適正化へ働きかけていくことが当事者の負担軽減のために大

変重要であると考えており、健康寿命の延伸に向けた各種保健指導の強化や、

ケアマネジメント力向上のための取組み等により、今後も医療費や保険料の適

正化へ向けた、予防的な活動の充実に努めたいと考えております。 

 

事務担当は 

              葉山町 046-876-1111  

             福祉部 町民健康課 健康増進係 内線 216 

             福祉部 福祉課   介護高齢係 内線 238 


